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４．１ 広報紙による広報（岡崎市） 

 

岡崎市では、平成 20 年 8 月末豪雨直後に発行した 9月 15 日号に災害発生時点からの市内の状

況、市の対応などを被害写真とともに特集記事として掲載した。さらに、1 年後の 8 月 1 日号に

は、災害後の市や市民の取り組みを紹介した特集記事を掲載した。 

 

 

写真 4.1.1 広報誌による広報 

 

■平成 20 年 9 月 15 日号  

市長お見舞いのことば、災害状況写真数点、被災者相談総合窓口の設置について、災害発生直

後からの出来事・市の動き、被災証明書の手続き案内について 

■平成 20 年 10 月１日号 

被災者支援メニュー一覧の作成・配布について 

■平成 21 年 1 月 1日号 

災害ボランティアの受け入れ態勢強化について 

■平成 21 年 3 月 1日号 

21 年度中に行う主な水害対策について 

■平成 21 年 6 月１日号 

下水道災害対応トイレの整備について 

■平成 21 年 8 月１日号 

河川改修 5カ年計画について、エリアメールの導入について、防災ホットラインの新設につい

て、地域防災連絡員の選任について、水位計等の警報装置の設置について、デジタル防災無線の

整備について、ホームページの充実について、防災ラジオの配布について、防災マップの発行に

ついて、地域総合防災訓練の実施について、防災フェスタの開催について 

 

 

 

（出典）岡崎市提供資料 
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４．２ ホームページによる広報と被災者支援メニュー（岡崎市） 

 

岡崎市では、平成 20 年 8 月末豪雨の被災者に対する市の対応をまとめた冊子「被災者支援メニ

ュー」を作成し被災地域の市民に配布した。作成は緊急性を要するため庁内で行い、3 万部作成

し、113 町の被災世帯に配付するとともに、被災者支援総合窓口での説明時等にも使用した。な

お、被災者支援メニューの内容は災害の時期によって異なってくるため、大別して都合 2回作成

し、被災支援情報の提供に努めた。 

市ホームページでは、冊子の内容をさらに詳しく掲載するとともに、市民からの問い合せの多

いものを集約した Q&A 集を作成し、情報提供に努めた。なお、アクセス数は、平成 20 年より HP

トップページで 16 万件増。FAQ の災害災害項目は、1万 4千件対応した。 

さらに、平成 21 年 3 月には市ホームページ（http://www.city.okazaki.aichi.jp）を改修し、

災害情報を集約したページの作成（http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu1011.html）や、地

震情報や警報情報を自動掲出できる機能を追加した。 

（機能紹介ページ／http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu1097.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.2.1 被災者支援メニュー一覧 

 

 

■平成 20 年 8 月末豪雨「被災者支援メニュー」として掲載した情報一覧 

1 個人市民税の減免 

2 法人市民税・事業所税の申告納付期限の延長 

3 固定資産税の減免 

4 納税の猶予 

5 被災証明書の交付 

6 自動車の被災証明の交付 

7 生活資金融資あっせん制度 

8 災害防止工事資金融資あっせん制度（かさ上げ） 

9 災害見舞金の支給（死亡） 

10 災害見舞金の支給（負傷） 

11 災害見舞金の支給（全壊） 
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12 災害見舞金の支給（半壊） 

13 災害見舞金の支給（浸水） 

14 災害障害見舞金の支給 

15 災害援護資金の貸付 

16 被災者生活再建支援 

17 障害者自立支援法による障害福祉サービス 

18 補装具費給付 

19 移動支援 

20 日中一時支援 

21 生活サポート 

22 日常生活用具費支給 

23 在宅重度障害者等訪問入浴サービス 

24 保育料の減免（全壊） 

25 保育料の減免（半壊） 

26 児童扶養手当の特別措置 

27 母子寡婦福祉資金の貸付 

28 介護保険料の減免 

29 介護保険利用者負担額の減免 

30 介護保険料の納付相談 

31 国民健康保険料の減免 

32 国民健康保険一部負担金の減免等 

33 国民健康保険料の徴収猶予 

34 国民年金保険料の免除 

35 後期高齢者医療保険料の減免 

36 後期高齢者医療保険料の徴収猶予 

37 後期高齢者医療一部負担金の免除 

38 消毒剤の無料配布 

39 被災地家庭訪問被災者電話健康相談 

40 臨時健康相談所の開設 

41 災害時要援護者安否確認 

42 犬に関する手数料の免除 

43 し尿収集手数料の減免 

44 中小企業事業資金融資あっせん（災害復旧資金） 

45 商工業振興資金融資あっせん（災害復旧資金） 

46 災害復旧資金保証料補助 

47 中小企業組織強化資金融資（災害復旧資金） 

48 農作物などの被害補償 

49 建築確認申請等手数料の免除 

50 被災建築物に対する指導、相談 

51 市営住宅の一時使用 

52 下水道使用料の減免 

53 水道料金の減免 

54 市奨学資金(貸付奨学金、入学準備金)返還金の返還猶予 

55 就学援助 

56 図書の損害賠償の免除 

 

 

（出典）岡崎市提供資料 
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４．３ エフエム岡崎・CATV ミクス等による広報活動 

 

ケーブルテレビやコミュニティ FM などの地域に密着したメディアが、2008 年 8 月末豪雨に際

してどのような災害放送を行ったのか、日本災害情報学会調査団による CATV ミクスとエフエム岡

崎へのヒアリングの結果を報告する。 

 

（１）CATV ミクス 

岡崎市内では、CATV のケーブルがつながっている世帯が約 14 万世帯で、そのうち約 6 万世帯

がミクスと契約し番組を受信している。岡崎市とは平成 9年 1月に「災害時の報道に関する協定」

を締結し、その後平成 17 年に放送を使って何を伝達できるのか具体的に岡崎市と協議を行ってい

る。岡崎市が大雨警報、暴風警報、洪水警報などにより災害対策本部を立ち上げると、同時にミ

クスも災害体制を立ち上げる。12 名のスタッフのうち、1人が必ず放送局に詰めて、市から来る

防災情報を流す。また、愛知県とも協定を結んでおり、県の土砂災害情報や雨量情報（愛知県の

観測所）を流すことができる。 

ミクスのチャンネルのうちコミュニティチャンネルは、「チャンネルミクス」と「チャンネルお

かざき」の 2チャンネルであるが、防災情報を L字放送により流すのは市政情報や地域の話題を

放送している「チャンネルおかざき」の方である。その他の番組には、防災情報のスーパーを入

れることは契約上できない。そこで 8月末豪雨後であるが、災害時に「チャンネルおかざき」で

防災緊急情報が見られることを視聴者に知っていただくために、毎月配布するケーブルテレビ番

組ガイドに防災緊急情報の広報を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 「ミクス」10 月号の表紙に記載された防災緊急情報の広報 

 

被害の前日の 8月 28 日は、昼間に旧額田の 4地区に避難勧告が出されており、19:30 まで大雨

警報が継続していた。29 日深夜 0:06 に再度大雨洪水警報が出され、一人が出社して体制を整え

た。2:10 に発表された避難勧告は、2:30 頃に市から FAX が入り、2:35 には L字で放送している。

その外、当日、市からのメールや FAX はたくさん来ており、順次 L字で放送している。深夜の時

間帯であり、通常の「チャンネルおかざき」の放送は終了しており、黒画面に L 字放送だけ流し

た状態だった。 

ミクスの独自取材は翌朝になってから実施した。3 クルーが市内を回り、その状況を夕方のニ

ュースで放送した。L 字放送では、防災緊急情報や土砂災害情報以外に、岡崎市からのお知らせ

を流せるようになっている。被災証明書、ゴミの処理、相談場所などの生活情報については岡崎

市からの情報が来れば L字で流した。結局、9月 30 日まで L字放送は継続した。岡崎市では、防

災情報について、通常のマスコミに対しては定時発表で公表したが、コミュニティ放送について

は、随時情報を提供している。 



第２章 平成 20 年 8月末豪雨災害 

 第４節 広報活動 
151

（2）エフエムおかざき 

エフエムおかざきは、岡崎市内をエリアとしたコミュニティ FM で、旧額田町を除く市内全域を

カバーしている。岡崎市との間で「災害時の報道に関する協定」を締結しており、災害時には市

から提供される防災情報を番組で流す。警報等により市の災害対策本部が立ち上がると担当者 3

名にメールが届き災害時の放送を行う。自主制作放送時間帯や日中はスタジオや事務所に人がい

て問題ないが、その外の時間帯はメールが届いてから動き出す。 

8 月 28 日は、いったん警報が解除された後も、気象情報や空の様子（稲光が見えた）から職員

が残って事務仕事をしていた。深夜から大雨となり雷もひどくなった。FM 放送では雷の影響が大

きい。雷害により FM 電波や CS 受信電波の瞬断がひどくなり、機材も影響を受けるなど、その対

策に追われた。災害放送を流すためにアナウンサーを呼び出したが、途中の浸水がひどく、結局

たどり着いたのは 1:00 頃だった。 

0:06 に大雨洪水警報が出されたので、市の災害対策本部が設置されていることは分かっていた

が、通常 10～30 分後に市から来る本部設置の連絡が 1:00 頃になってやっとメールで届いた。2:10

の避難勧告は、手書きの FAX で、通常防災情報を送ってくる防災課ではなく広報課のものだった

ので、真偽を確認するために電話をかけたがつながらなかった。結局避難勧告の放送をしたのは

3:10 頃となった。その頃から広報課からの FAX が次々に入るようになり、気象情報とあわせて市

の情報を朝まで放送した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2 マスコミが受け取った手書き FAX による避難勧告 

 

脚注：上記の手書きファックスは、二重写しのように、背後に記載の文字が透かし見えるが、こ

れは、防災課防災企画班の班長が、鉛筆書きした元原稿である。災害対策本部の情報担当

は、通常パソコンで入力してから、報道機関にファックスするが、殺到する被害情報のな

か、市民に迅速に避難勧告を伝達するため、見栄えよりも、スピードを優先し、手書きで、

元原稿の上をなぞり、各報道機関にファックスを行った。この担当の臨機な対応が無けれ

ば、避難勧告の伝達は相当時間遅延した可能性が高い。 

なお、FM おかざきでは、広報課からのファックスだと認識しているが、実際は、2階災

害対策本部のファックスが不通で使用できず、災害対策本部の情報班職員が 4階広報課ま

で駆け上がり、ファックスしたものと思われる。（この時期前後から、浸水による PBX（電

話交換機）の故障が発生し、災害対策本部の電話 20 回線がほぼ沈黙する数時間が発生する。

エレベーターも不通。） 

 

（参考）2008 年 8 月末豪雨災害等に関する調査報告,日本災害情報学会 2008 年 8 月末豪雨災害調

査団 


